
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域（案）について 

 

1 要旨・目的  

令和 3 年 7 月の静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途

にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地

造成及び特定盛土等規制法（以下「法」という。）が令和 5年 5月 26日に施行されました。 

松江市では、令和 5年度より法第 4条に基づく基礎調査を実施し、法第 10条第 1項の「宅地

造成等工事規制区域」及び法第 26条第 1項の「特定盛土等規制区域」の規制区域案（基礎調査結

果）を作成しました。 

 

2 規制区域（案）の考え方  

⑴規制区域の指定 

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼ 

しうるエリアが規制区域に指定されます。 

 

⑵規制区域の範囲 

国から示された「基礎調査実施要領（規

制区域指定編）」に基づき、 別図 のと

おり、全域が「宅地造成等工事規制区域」

又は「特定盛土等規制区域」となるよう

に作成しました。 

 

3 規制開始時期  

令和 7年 6月末頃を予定 

 

4 許可の必要となる工事について  

規制区域の指定後は、以下の盛土等については、法に基づく許可が必要となります。 

 

 

 

規制区域のイメージ 


